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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 令 和 4 年 1 0 月 2 7 日 ( 2 0 2 2 . 1 0 . 2 7 )
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 カ ー ド を 収 容 す る カ ー ド ホ ル ダ で あ っ て 、
　 前 記 カ ー ド が 視 認 可 能 と な る よ う に 着 脱 自 在 に 保 持 す る カ ー ド 保 持 部 と 、
　 ア タ ッ チ メ ン ト を 着 脱 自 在 に 保 持 す る ア タ ッ チ メ ン ト 保 持 部 と 、
前 記 カ ー ド 保 持 部 及 び 前 記 ア タ ッ チ メ ン ト 保 持 部 を 画 成 す る 枠 部 と 、 を 備 え 、
前 記 カ ー ド 保 持 部 と 前 記 ア タ ッ チ メ ン ト 保 持 部 は そ れ ぞ れ 前 記 枠 部 内 に お け る 正 面 側 と 背  
面 側 に 配 置 さ れ 、
前 記 枠 部 は 、 前 記 カ ー ド 保 持 部 の 正 面 側 に 設 け ら れ て 前 記 カ ー ド を 正 面 か ら 視 認 可 能 と す  
る 正 面 部 と 、 前 記 ア タ ッ チ メ ン ト 保 持 部 の 背 面 側 に 設 け ら れ て 前 記 カ ー ド 及 び 前 記 ア タ ッ  
チ メ ン ト を 出 し 入 れ 可 能 な 背 面 開 口 部 を 有 す る 背 面 部 と 、 前 記 カ ー ド 保 持 部 及 び 前 記 ア タ  
ッ チ メ ン ト 保 持 部 の 周 囲 に 設 け ら れ て 前 記 正 面 部 と 前 記 背 面 部 を 接 続 す る 側 壁 と 、 を 備 え  
、
前 記 カ ー ド 保 持 部 へ の 前 記 カ ー ド の 着 脱 及 び 前 記 ア タ ッ チ メ ン ト 保 持 部 へ の 前 記 ア タ ッ チ  
メ ン ト の 着 脱 は 前 記 背 面 開 口 部 を 介 し て 可 能 で あ る 、 カ ー ド ホ ル ダ 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 ア タ ッ チ メ ン ト 保 持 部 は 、 当 該 ア タ ッ チ メ ン ト 保 持 部 に 保 持 さ れ た 前 記 ア タ ッ チ メ ン  
ト を 係 止 し て 前 記 背 面 側 へ の 移 動 を 阻 止 す る ア タ ッ チ メ ン ト 係 止 部 を 備 え る 、 請 求 項 １ に  
記 載 の カ ー ド ホ ル ダ 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 カ ー ド 保 持 部 は 、 当 該 カ ー ド 保 持 部 に 保 持 さ れ た 前 記 カ ー ド を 係 止 し て 前 記 背 面 側 へ  
の 移 動 を 阻 止 す る カ ー ド 係 止 部 を 備 え る 、 請 求 項 １ 又 は ２ に 記 載 の カ ー ド ホ ル ダ 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 正 面 部 に は 、 前 記 カ ー ド 保 持 部 に 保 持 さ れ た 前 記 カ ー ド を 正 面 側 か ら 視 認 可 能 と す る  
た め の 正 面 開 口 部 が 設 け ら れ て お り 、
前 記 正 面 開 口 部 は 前 記 カ ー ド ホ ル ダ に 保 持 さ れ る 前 記 カ ー ド の 外 形 よ り も 小 さ く 形 成 さ れ  
て い る 、 請 求 項 １ 乃 至 ３ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の カ ー ド ホ ル ダ 。
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【 請 求 項 ５ 】
請 求 項 １ 乃 至 ４ の い ず れ か １ 項 に 記 載 の カ ー ド ホ ル ダ と 、
前 記 ア タ ッ チ メ ン ト と 、 を 具 備 す る 、 カ ー ド ホ ル ダ セ ッ ト 。
【 請 求 項 ６ 】
前 記 ア タ ッ チ メ ン ト は 、 押 下 部 が 押 下 さ れ る こ と に よ り 噴 霧 孔 か ら 内 容 液 を 噴 霧 す る ス プ  
レ ー ボ ト ル で あ り 、
前 記 ス プ レ ー ボ ト ル が 前 記 ア タ ッ チ メ ン ト 保 持 部 に 保 持 さ れ た 状 態 で 、 前 記 押 下 部 が 押 下  
さ れ る と 前 記 内 容 液 が 前 記 噴 霧 孔 か ら 前 記 背 面 開 口 部 を 介 し て 外 部 に 噴 霧 さ れ る 、 請 求 項  
５ に 記 載 の カ ー ド ホ ル ダ セ ッ ト 。
【 請 求 項 ７ 】
前 記 枠 部 は 、 前 記 側 壁 の 少 な く と も 一 部 が 切 り 欠 か れ て な る 切 欠 部 を 備 え 、
前 記 ア タ ッ チ メ ン ト は 、 押 下 部 が 押 下 さ れ る こ と に よ り 内 容 液 を 噴 霧 す る ス プ レ ー ボ ト ル  
で あ り 、
前 記 ス プ レ ー ボ ト ル が 前 記 ア タ ッ チ メ ン ト 保 持 部 に 保 持 さ れ た 状 態 で 、 前 記 押 下 部 が 前 記  
切 欠 部 に 配 置 さ れ る 、 請 求 項 ５ に 記 載 の カ ー ド ホ ル ダ セ ッ ト 。
【 請 求 項 ８ 】
前 記 ア タ ッ チ メ ン ト は 、 ユ ー ザ の 手 に よ り 把 持 さ れ る 把 持 部 と 、 前 記 把 持 部 か ら 鉤 状 に 突  
出 し た 鉤 状 部 と 、 を 有 す る フ ッ ク で あ る 、 請 求 項 ５ に 記 載 の カ ー ド ホ ル ダ セ ッ ト 。
【 請 求 項 ９ 】
前 記 ア タ ッ チ メ ン ト は 、 前 記 ア タ ッ チ メ ン ト 保 持 部 に よ り 保 持 さ れ た 状 態 に お い て 前 記 ア  
タ ッ チ メ ン ト 保 持 部 を 被 覆 す る カ バ ー で あ る 、 請 求 項 ５ に 記 載 の カ ー ド ホ ル ダ セ ッ ト 。
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